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募
集

催
し

講
座

相
談

皆
さ
ん
の
善
意

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

監査委員を紹介します
教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時
　
７
月
21
日（
火
）午
後
２
時
30
分
開
始

場
　
市
役
所
本
館
５
階
職
員
研
修
室

定
　
７
人（
先
着
順
）

申
　
当
日
午
後
２
時
か
ら
２
時
20
分
ま
で

に
直
接
会
場
へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
・�

�

納
付
猶
予
申
請

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
を

対
象
と
し
た
、
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
が
あ
り
ま
す
。
免
除
は
申
請
者
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
、
納
付
猶
予
は
申
請

者
と
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
前
年
の
所
得
で

審
査
さ
れ
ま
す
。
承
認
さ
れ
る
と
７
月
か

ら
翌
年
６
月
ま
で
の
保
険
料
の
一
部
ま
た

は
全
額
が
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
ま
す
。

免
除
・
納
付
猶
予
を
申
請
す
る
年
の
所
得

を
申
告
し
て
い
な
い
人
は
、
免
除
な
ど
の

審
査
が
で
き
ま
せ
ん
。

　「
今
年
度
新
た
に
免
除
や
納
付
猶
予
を

希
望
す
る
人
」ま
た
は「
前
年
度
に
全
額
免

除
ま
た
は
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
て
い

る
が
継
続
希
望
し
て
い
な
い
人
」、「
失
業

特
例
で
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
る
人
」、

「
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
て
引
き

介
護
に
関
す
る
入
門
的
研
修

介
護
保
険
課（
☎
（27）
２
７
４
３
）

　
人
材
が
不
足
し
て
い
る
介
護
分
野
へ
多

様
な
人
材
の
参
入
を
促
進
す
る
た
め
、
介

護
に
興
味
の
あ
る
人
な
ど
を
対
象
と
し
た

介
護
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
や
技
術
を

学
ぶ
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
研
修
後
、
希
望
者
に
は
介
護
事
業
所
就

労
へ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
も
行
い
ま
す

時
　
８
月
９
日（
日
）・
11
日（
祝
）・
12
日

（
水
）・
14
日（
金
）の
午
前
９
時
30
分
～
午

後
４
時（
全
４
回
）

場
　
市
役
所
東
館
５
階
第
４
会
議
室

対
　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
で
、

介
護
の
仕
事
を
し
て
み
た
い
人
ま
た
は
介

護
に
興
味
の
あ
る
人

定
　
25
人（
先
着
順
）

￥
　
無
料

続
き
制
度
を
利
用
す
る
人
」は
申
請
し
て 

く
だ
さ
い
。
日
本
年
金
機
構
の
HP（

htt 
ps://w

w
w

.nenkin.go.jp/

）か
ら
申

請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
郵
送
で
申
請

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
で
の
電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

免
除
・
納
付
猶
予
は
、
申
請
月
か
ら
過
去

２
年
１
カ
月
ま
で
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を
納

め
る
に
は
追
納
申
請
が
必
要
で
す
。
追
納

す
る
場
合
、
該
当
年
度
を
含
め
３
年
度
を

経
過
す
る
と
加
算
金
が
付
く
た
め
早
め
の

納
付
を
お
勧
め
し
ま
す
。
免
除
・
納
付
猶

予
さ
れ
た
保
険
料
を
追
納
し
な
い
場
合
、

通
常
に
保
険
料
を
納
付
し
た
時
と
比
べ
受

け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
な

お
、
免
除
な
ど
を
し
て
か
ら
10
年
を
経
過

し
た
保
険
料
は
追
納
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
。

問
　
年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２

７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

高
齢
者
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

事
業
所
向
け
説
明
会

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎
（27）
２
７
４
５
）

　
高
齢
者
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業

は
、
市
で
指
定
さ
れ
た
施
設
で
活
動
を
行

う
こ
と
で
交
付
金
と
交
換
で
き
る
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

受
け
入
れ
を
希
望
す
る
事
業
所
は
説
明
会

に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

時
　
８
月
28
日（
金
）午
後
１
時
30
分
～
２

申
　
７
月
９
日（
木
）か
ら
26
日（
日
）ま
で

に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で
介

護
保
険
課（

（21）
４
８
４
０
、

kaigo@
city.isesaki.lg.jp

）、

ま
た
は
専
用
HP
か
ら
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い

柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）の

施
術
を
受
け
る
人
へ

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）の
利

用
に
関
し
て
国
民
健
康
保
険
適
用
範
囲
の

誤
解
か
ら
、
誤
っ
た
受
診
が
生
じ
て
い
ま

す
。
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
は
保
険
が
使

え
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
保

険
適
用
と
な
ら
ず
、
全
額
自
費
診
療
と
な

る
た
め
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

【
保
険
が
使
え
な
い
場
合
】

●
疲
労
性
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る
肩

こ
り
や
筋
肉
疲
労

●
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病

●
病
状
の
改
善
が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施

術●
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
る
肉
体
疲
労
を
改

善
す
る
た
め
の
施
術

●
保
険
医
療
機
関（
病
院
、
診
療
所
な
ど
）

で
同
じ
負
傷
部
位
な
ど
を
治
療
中
の
場
合

●
仕
事
中
や
通
勤
途
上
で
負
傷
し
、
労
災

保
険
が
適
用
と
な
る
場
合

【
保
険
が
使
え
る
場
合
】

　
骨
折（
応
急
手
当
て
以
外
は
医
師
の
同

意
が
必
要
）や
脱
臼
、
打
撲
、
捻
挫
、
肉

時
30
分

場
　
社
会
福
祉
協
議
会（
上
泉
町
）

対
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
・
介
護
老
人
保
健
施
設

※
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
訪
問
お
よ
び

福
祉
用
具
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
除
く

※
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
訪
問

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
除
く

申
　
８
月
19
日（
水
）ま
で

に
電
話
で
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
へ

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
～

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支

え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
」の
強
調
月
間
で

す
。
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し

離
れ
な
ど
と
診
断
さ
れ
て
施
術
を
受
け
た

場
合
や
、
骨
や
筋
肉
、
関
節
の
け
が
や
痛

み
で
負
傷
原
因
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場

合
は
保
険
適
用
と
な
り
ま
す
。

　
施
術
を
受
け
る
際
は
、
次
の
点
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

●
負
傷
原
因（
い
つ
・
ど
こ
で
・
何
を
し

て
、
ど
ん
な
症
状
か
）を
柔
道
整
復
師
に

正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い

●
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容（
負
傷
原

因
、
負
傷
名
、
日
数
、
金
額
）を
よ
く
確

認
し
、
必
ず
本
人
が
署
名
し
て
く
だ
さ
い

●
領
収
書
を
必
ず
受
け
取
っ
て
保
管
し
、

国
民
健
康
保
険
課
か
ら
届
く
医
療
費
通
知

で
金
額
・
日
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、
内
科

的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
医
師
の
診

断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
施
術
内

容
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険
課
か
ら
問
い

合
わ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
回
答
に
協

力
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
が

原
因
の
負
傷
で
国
民
健
康
保
険
を

使
う
場
合
に
は
届
け
出
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
に
よ

る
け
が
や
病
気
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
に
、
国
民
健
康
保
険
を
使
う
場
合
は
市

に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
を
受

診
す
る
前
に
、
被
害
の
状
況
な
ど
を
電
話

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心
な
明
る
い
地

域
社
会
を
築
く
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

ひ
き
こ
も
り
家
族
会
を
開
催
し
ま
す

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
６
２
７
３
）

　
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
た
勉
強
会
や
参
加
者

同
士
で
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

時
　
７
月
22
日（
水
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
絣
の
郷（
市
民
交
流
館
）

対
　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
家
族

定
　
20
人
程
度（
先
着
順
）

￥
　
無
料

申
　
７
月
８
日（
水
）か
ら
21
日（

火）

ま
で

に
電
話
で
社
会
福
祉
課
ま

た
は
専
用
HP
か
ら
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い

で
国
民
健
康
保
険
課
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

※
緊
急
の
場
合
は
、
医
療
機
関
を
受
診
し

た
後
に
、
早
め
に
国
民
健
康
保
険
課
に
電

話
し
て
く
だ
さ
い

高
速
バ
ス（
伊
勢
崎
線
）の
運
行
会
社

と
ダ
イ
ヤ
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

交
通
政
策
課（
☎
（27）
２
７
３
４
）

　
６
月
１
日
よ
り
、
東
京
駅
・
バ
ス
タ
新

宿
方
面
行
き
の
高
速
バ
ス
の
運
行
会
社
が

群
馬
中
央
バ
ス
㈱（
☎
０
２
７
ー
２
６
７

ー
１
３
３
１
）に
変
更
さ
れ
、
ダ
イ
ヤ
の

改
正
が
あ
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
運
行
会

社
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
本
市
で
利
用
で
き
る
公

共
交
通
機
関
は
市
HP
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
な
ど
を
公
売

消
防
本
部
総
務
課（
☎
（25）
３
５
１
１
）

　
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
な
ど
を「
Ｋ
Ｓ
Ｉ

官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」で
公
売
し
ま
す
。

参
加
申
し
込
み
な
ど
は
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
HP（

https://kankocho.
jp/

）か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

参
加
申
込
期
間
　
７
月
17
日（
金
）午
後
１

時
か
ら
８
月
４
日（
火
）午
後
２
時
ま
で

入
札
期
間
　
８
月
18
日（
火
）午
後
１
時
か

ら
25
日（
火
）午
後
１
時
ま
で

【
公
売
物
件
の
下
見
会
】

時
　
７
月
27
日（
月
）午
後
１
時
～
４
時

場
　
市
消
防
本
部

▲市HP

▲市HP ▲専用HP

▲専用HP

お
知
ら
せ

問　行政課（☎27－27０2）

　広島・長崎に原子爆弾が投下されてか
ら、本年で81回目の夏となります。核兵
器の廃絶と平和への願いの運動が国内外
で繰り広げられています。
　平和推進の輪を世界各国へ広げ、真の
恒久平和の実現を目指し、平和展を開催
します。期間中は、平和な社会の実現を
願い、原爆の被害などを紹介するポスタ
ーを展示するほか、啓発用品を配布しま
す。
時 �　８月３日（月）から1０日（月）までの午
前８時3０分～午後５時15分

　�※土・日曜日は除きます
　�※３日（月）は午後１時から、1０日（月）
は午後１時まで

場 �　市役所東館１階市民ホール

問　監査課（☎27－278４）

　５月の市議会臨時
会で同意を得て、６
月28日付で金井哲夫
さん（境女塚）が監査
委員に就任しました。

永遠の世界平和を願って
平和展を開催します




